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(54)【発明の名称】 測定プローブを備えた血管プロテーゼ

(57)【要約】
【課題】  追加のコストや複雑さを伴わずに、はめ込ま
れた血管プロテーゼの接合性を周期的、あるいは継続的
にモニターすることを可能にするモニタリングシステム
を提供する。
【解決手段】  トランスポンダを有する測定プローブ
（２）から成る医療用の血管プロテーゼ（１）を提供す
る。測定プローブは血管プロテーゼに固定され、血管プ
ロテーゼの機能を長期に渡ってモニターすることが可能
となる。評価出来る、血圧値といったような適した測定
パラメータが測定プローブ（２）により検出され、トラ
ンスポンダにより無線方式でトランシーバ装置に伝送さ
れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  トランスポンダ（４０、４０’、４
０”）を備えた測定プローブ（２、３２）を含む血管プ
ロテーゼにおいて、前記計測プローブは血管プロテーゼ
に固定することが可能であり、血管プロテーゼ（１、３
１）の機能が検査可能であることにより該計測プローブ
は測定パラメータの検出に適するものであり、そして、
前記トランスポンダ（４０、４０’、４０”）はトラン
シーバ装置（６０）と相互通信を行うように構成されて
いることを特徴とする血管プロテーゼ。
【請求項２】  測定プローブ（２、３２）は機械的に血
管プロテーゼ（１、３１）に連結され、かつ／または血
管プロテーゼ（１、３１）に一体にされていることを特
徴とする請求項１に記載された血管プロテーゼ。
【請求項３】  測定プローブ（２、３２）は少なくとも
１つの固着ライン（３３）により血管プロテーゼ（１、
３１）の外側表面に固着されていることを特徴とする請
求項１あるいは請求項２に記載された血管プロテーゼ。
【請求項４】  血管プロテーゼ（１、３１）に固定する
ことの可能な測定プローブ（２、３２）は圧力センサー
（６、６’、６”）を含むことを特徴とする請求項１か
ら請求項３までのいずれか１項に記載された血管プロテ
ーゼ。
【請求項５】  血管プロテーゼ壁は柔軟性があり、血管
プロテーゼと測定プローブは体内の血管を通し挿入され
ることが出来ることを特徴とする請求項１から請求項４
までのいずれか１項に記載された血管プロテーゼ。
【請求項６】  挿入状態において内部より病的血管拡張
を分離させる目的で、血管プロテーゼ（１、３１）はほ
ぼホース状に形成され、また、拡張血管に関して血管プ
ロテーゼ（１、３１）の接合性をモニターすることが出
来るように測定プローブ（２、３２）が血管プロテーゼ
（１、３１）の外側表面に配置されていることを特徴と
する請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載さ
れた血管プロテーゼ。
【請求項７】  測定プローブ（２、３２）は、スリーブ
（２５）と、スリーブ（２５）内部に置かれた圧力セン
サー（６、６’、６”）とを含み、そして、前記スリー
ブ（２５）は圧力伝達媒体（２６）で満たされているこ
とを特徴とする請求項１から請求項６までのいずれか１
項に記載された血管プロテーゼ。
【請求項８】  トランスポンダ（４０、４０’、４
０”）は受動トランスポンダとして構成されていること
を特徴とする請求項１から請求項７までのいずれか１項
に記載された血管プロテーゼ。
【請求項９】  受動トランスポンダ４０’は容量式圧力
センサー（６’）とインダクタ（２８）とを含み、そし
て、容量式圧力センサー（６’）とインダクタ（２８）
は共振回路を形成するように相互に接続されていること
を特徴とする請求項８に記載された血管プロテーゼ。
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【請求項１０】  受動トランスポンダ（４０”）は誘導
圧力センサー（６”）とコンデンサ（２７）とを含み、
そして、誘導圧力センサー（６”）とコンデンサ（２
７）は共振回路を形成するように相互に接続されている
ことを特徴とする請求項８に記載の血管プロテーゼ。
【請求項１１】  トランスポンダ（４０、４０’、４
０”）は追加的に非線形コンポーネント（２９）を含
み、これにより、測定プローブ（２、３２）によって判
断される測定値は、トランスポンダ（４０、４０’、４
０”）が励磁される励磁周波数とは異なる周波数にて伝
送されることを特徴とする請求項８から請求項１０まで
のいずれか１項に記載された血管プロテーゼ。
【請求項１２】  請求項１から請求項１１までのいずれ
か１項に記載された血管プロテーゼ（１、３１）に備え
られた測定プローブ（２）のトランスポンダ（４０）と
相互通信を交し、質問機アンテナ（１３）を備えたトラ
ンシーバ装置（６０）において、血管プロテーゼ（１、
３１）が挿入されたその身体の部分を囲むような形状に
形成されていることを特徴とするトランシーバ装置。
【請求項１３】  質問機アンテナ１３がベルトの形状の
装置に配列されていることを特徴とする請求項１２に記
載されたトランシーバ装置。
【請求項１４】  質問機アンテナが少なくとも１つの第
１アンテナと、少なくとも１つの第２アンテナとを含
み、そして、２つのアンテナが連結アンテナの遠方界が
減衰されるように連結されていることを特徴とする請求
項１２あるいは請求項１３に記載されたトランシーバ装
置。
【請求項１５】  請求項１から請求項１１までのいずれ
か１項に記載された血管プロテーゼ（１，３１）に固定
された測定プローブ（２、３２）を有する血管プロテー
ゼ（１、３１）の挿入方法であって、該方法が、
折りたたまれた血管プロテーゼ（１、３１）とこれに固
定された測定プローブ（２、３２）をカテーテル（３
４）内に挿入し、
該カテーテル（３４）を体内の血管に挿入し、
はめ込み予定箇所にカテーテル（３４）を位置決めし、
コントロールロッド（３５）により血管プロテーゼ
（１、３１）とこれに固定された測定プローブ（２、３
２）が押し出される、ことを含み、血管プロテーゼ
（１、３１）がその全長にまで広げられ、そして、測定
プローブ（２、３２）がその最終位置に配置されること
を特徴とする血管プロテーゼの挿入方法。
【請求項１６】  測定プローブ（２、３２）が各ケース
において２つの固着ライン（３３）により血管プロテー
ゼ（１、３１）の外側表面に固着され、
測定プローブ（２、３２）が血管プロテーゼ（１、３
１）の開放間に固着ライン（３３）により血管プロテー
ゼ（１、３１）の外側表面上に引っ張られ、そして、
測定プローブ（２、３２）が血管プロテーゼの外側表面
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に固定されるように、４つの固着ライン（３３）が開放
工程の終了状態において伸張されることを特徴とする請
求項１５に記載された血管プロテーゼの挿入方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、トランスポンダを
含む測定プローブを備えた血管プロテーゼに関するもの
である。これにおいては、測定プローブが血管プロテー
ゼに固定することが可能であり、血管プロテーゼの機能
を検査することが出来ることから測定パラメータの検出
に適している。そして、トランスポンダはトランシーバ
装置と相互に通信するよう構成されている。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】今
日、血管プロテーゼは、血管性障害、血管疾患、および
血管性異常の治療において医療に用いられている。その
使用の及ぶ領域は、血管内部にとどまらず、例をあげる
と、気管、消化管、また尿路の領域におよぶ。血管プロ
テーゼの典型的な例には、血管拡張部（いわゆる動脈
瘤）の治療に使用されている、Ｓｕｌｚｅｒ  Ｖａｓｃ
ｕｔｅｋ  Ｌｔｄ．社によるＡｎａｃｏｎｄａTMという
製品があげられる。血管プロテーゼは、拡張ポイントを
分離し、血圧を安定させ、かつ、さらなる拡張と問題と
されている血管の破裂を避けるために、冒されている血
管内に挿入される。図1は挿入された状態にあるこうし
た血管プロテーゼを示している。血管プロテーゼは基本
的には、袋状の血管拡張部を分離させるために血管３に
挿入された一本のホース１から成る。損傷のない血管プ
ロテーゼにより、ホースピース１から血管壁までのトラ
ンジション４は、血管拡張部５の両サイドで完全に接合
される。これにより、血管３から血管拡張部５内に血液
が入り込むことはない。よって、血管拡張部５は、血管
３に広がる血圧が緩和され、さらに拡張することはな
い。しかし、トランジションで漏出が生じた場合、血液
は血管拡張部５に入り込んでしまう。その結果、これが
破裂するまでさらに拡張を行う。この過程が時間内に見
つけ出されず、阻止されなかった場合には、患者側にと
って致命的な問題となる。血管プロテーゼが正しく機能
することは、本例においては血管プロテーゼ１とトラン
ジション４の接合性が、患者側にとり決定的に重要な問
題となる。しかし、はめ込まれた血管プロテーゼの接合
性の周期的な、あるいは継続的なモニターを可能にする
ことに適しているモニタリングシステムが従来技術にお
いては欠乏している。カテーテルの端部に固定され、状
態パラメータや、温度、血圧等の測定パラメータが体内
で局部的に検出されることの可能な測定プローブについ
て文献番号ＷＯ９９／５９４６７において明確な記載が
なされている。しかしながら、文献番号ＷＯ９９／５９
４６７において記載されているような測定プローブにお
いて、外科的工程を経ずに、はめ込まれた血管プロテー
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ゼの機能を検査するための測定を実行することは一般的
には不可能である。文献番号ＷＯ９９／５９４６７に記
載された測定プローブのさらなる欠点は、測定プローブ
が測定を行うための測定ポイントに別々に導入、配置さ
れなくてはならないという事実である。これは、追加コ
ストが要求され、かつ複雑さが伴うことを意味するもの
である。
【０００３】従来技術による欠点を回避するとともに、
血管プロテーゼの機能をモニタリングするシステムを可
能にすることが本発明の第一目的である。特に、本シス
テムは早期に開始した漏出を検出することに適してい
る。
【０００４】
【発明を解決するための手段】本目的は、請求項におい
て明確化されているような本発明の主旨において達成さ
れる。
【０００５】本発明の血管プロテーゼは、血管プロテー
ゼに固定することの可能なトランスポンダを備えた測定
プローブから成る。この計測プローブは、血管プロテー
ゼの機能が検査可能であることから測定パラメータを検
出することに適している。また、トランスポンダは、例
えば、いわゆる質問機といったようなトランシーバ装置
と相互通信を行うように構成されている。血管プロテー
ゼの機能が検査可能であることによる測定パラメータ
は、例えば、量的変化や形状変化、力、血圧などのよう
な物理的パラメータや、血液ガスやたんぱく質等の、ｐ
Ｈ値や電解質の濃度などのような生物学的なパラメータ
である。本発明の血管プロテーゼにより、すでに開始し
ている漏出の発生といったような、挿入された血管プロ
テーゼに関連する変化を、例えば１５分ごとのような周
期的な検出と、さらに上記測定パラメータの長期的な評
価により早期に検出することが可能になる。
【０００６】測定プローブはおそらく機械的に血管プロ
テーゼに連結されるか、もしくは血管プロテーゼに統合
される。望ましい実施形態においては、測定プローブは
固定ラインにより血管プロテーゼの表面に固定される。
【０００７】血管プロテーゼは望ましくは柔軟性があ
り、身体の血管を通して測定プローブと共に挿入するこ
とが可能である。この目的において、例えば、折りたた
まれた血管プロテーゼとこれに固定された測定プローブ
はカテーテル内に挿入され、このように準備されたカテ
ーテルが体内の血管に導入され、はめ込み予定箇所に配
置される。血管プロテーゼとこれに固定された測定プロ
ーブは、コントロールロッドによりカテーテルから押し
出され、血管プロテーゼは全長にまで広げられ、測定プ
ローブはその最終的な位置にくる。本発明の方法は、測
定プローブを別々に挿入する必要がなくなるという長所
を有する。さらに、本発明による簡単な方法において、
血管プロテーゼの外側表面といった、血管プロテーゼの
挿入後、外科的にのみアクセス可能な部分に測定プロー
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ブを配置することが可能となる。
【０００８】血管プロテーゼは、その挿入状態において
病的血管拡張を内側から分離させる目的で、望ましくは
ほぼホース状に形成され、かつ／あるいは、血管あるい
は血管の一部の形状の複製がなされる。このとき、血管
拡張に関して血管プロテーゼの接合がモニター出来るよ
うに測定プローブが血管プロテーゼの外側表面に配置さ
れる。
【０００９】望ましい実施形態において、測定プローブ
はスリーブと、スリーブ内部に置かれた圧力センサーと
から成る。スリーブは圧力伝達媒体で満たされている。
スリーブは、スリーブの全体表面が圧力の測定において
圧力吸収体として働くように弾性であることが望まし
い。それにより圧力測定に伴う変形は最小化となる。こ
れは、測定プローブに沈着物が形成される場合、特に有
効である。
【００１０】トランスポンダは受動トランスポンダとし
て構成されることが望ましい。受動トランスポンダは、
それ自身の別電源を持たずに測定値を無線伝送する電気
伝送装置である。圧力センサーは、例えば容量式圧力セ
ンサーとインダクタを含むトランスポンダにより、受動
トランスポンダ回路に統合されることが望ましい。この
場合、容量式圧力センサーとインダクタは共振回路を形
成するよう相互に接続されている。あるいは、受動トラ
ンスポンダに、相互に共振回路を形成する誘導圧力セン
サーとコンデンサを配備させることも可能である。こう
したトランスポンダは最小の努力で達成することが出来
る。受動トランスポンダは、追加的に、例えば容量ダイ
オードといったような非線形コンポーネントを備えるこ
とが望ましい。非線形コンポーネントにより調波が作り
出され、それにより、伝送される測定値は、トランスポ
ンダが励磁される質問機ラジエーションの周波数とは異
なる周波数にて伝送される。こうして、トランスポンダ
信号はレシーバ側において質問機ラジエーションとうま
く分離される。
【００１１】本発明の血管プロテーゼのトランスポンダ
と相互通信を行うために特に適したトランシーバ装置に
ついて請求項１２に記載する。トランシーバ装置は、血
管プロテーゼが挿入された、例えば胃の中の、身体の部
分を囲むように設計された質問機アンテナから成る。質
問機アンテナでその身体の部分を完全に囲みこむこと
で、血管プロテーゼと関連のトランスポンダが体内に深
く配置されているとき、質問機アンテナとトランスポン
ダ間の連結がうまくいくという長所がある。質問機アン
テナはベルト状装置に配列されることが望ましい。質問
機アンテナは望ましくは、少なくとも１つの第１アンテ
ナと、１つの第２アンテナから成る。ここで、２つのア
ンテナは連結アンテナの遠方界が減衰されるように連結
される。このアンテナ配列は、トランスポンダの無線エ
ネルギー供給が損なわれることなく、比較的強い質問機
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ラジエーションによる周囲計器と無線サービスの干渉を
回避することが可能であるという長所を有する。
【００１２】本発明のさらなる効果的な実施の形態につ
いて請求項と図面により理解することが出来る。
【００１３】本発明の実施の形態および図面に関して以
下においてより詳細な説明を行う。
【００１４】
【発明の実施の形態】本発明の第一実施形態に基づくた
血管プロテーゼを図２に示している。血管プロテーゼ
は、血管３内に挿入されて袋状の血管拡張部５を分離さ
せるホースピース１と、ホースピース１に固定された測
定プローブ２とから成る。損傷のない血管プロテーゼに
より、ホースピース１から血管壁までのトランジション
４は、血管拡張部５の両サイドで完全に接合されてい
る。それにより、血管３から血管拡張部５に血液が入り
込むことはない。血管拡張部５はこのように血管３に広
がる血圧が緩和され、さらに拡張することはない。血管
拡張部５に関してホースピースの接合をモニターする目
的で、測定プローブ２がホースピース１の外側表面に固
定されている。
【００１５】図３は本発明の第一の実施の形態に基づく
測定プローブ２を示したものである。測定プローブ２
は、弾性スリーブ２５、ホースピース１と血管拡張部５
間にて取り囲まれた量の血圧を測定するための圧力セン
サー６、および、測定された血圧値を伝えるアンテナ１
０を備えた受動トランスポンダから成る。圧力センサー
６はスリーブ２５の内部に配置され、スリーブ２５は、
例えばオイルあるいはジェルといったような圧力伝達媒
体２６で満たされており、これは、スリーブ２５に働く
圧力を圧力センサー６に伝える。圧力測定に伴うスリー
ブの変形が最小であることから、沈着物が測定プローブ
上に形成される場合、このアレンジメントは特に有効で
ある。しかし、圧力センサー６を外部に配置すること
や、ケーブルによりトランスポンダ４０に連結すること
も可能であり、あるいは、これを測定プローブスリーブ
２５に統合することもまた可能である。圧力センサーの
測定原理は、圧電抵抗、容量式、誘電、磁気弾性、等の
種類のいづれでもよい。
【００１６】本実施の形態において、圧力センサーは受
動トランスポンダと連結している。受動トランスポンダ
はそれ自身の電源を持たずに測定値の無線伝送を行う電
子伝送装置である。トランスポンダは、以下において質
問機とも呼ばれるトランシーバ装置により起動されるた
め、高周波ラジエーションが照射される。さらに、次に
トランスポンダは、伝送される情報で変調される高周波
キャリア信号を放出する。このトランスポンダ信号はト
ランシーバ装置のレシーバで受信されることが可能であ
り、伝送情報を得る目的で復調される。測定回路のエネ
ルギー供給も同様に便宜上トランスポンダにより取り出
される放射エネルギーから生じる。
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7
【００１７】図４は、本発明の第一の実施の形態に基づ
く受動トランスポンダの回路ブロック図である。トラン
スポンダ４０は質問機より放出される高周波電圧フィー
ルドによりエネルギー供給される。ラジエーションはア
ンテナ１０における高周波ラジエーションを含み、整流
器１１において整流され、そしてフィードモジュール１
２に供給される。フィードモジュール１２には、整流器
により供給された直流電流により充電されるストレージ
コンデンサが備えられているとともに、さらに、コンデ
ンサにおける電圧が所望の稼動電圧に達した際にトラン
スポンダ４０をスイッチオンにし、また、最小稼動電圧
がそれ以下になったときに再度トランスポンダ４０をス
イッチオフにするスイッチが備えられている。この種の
エネルギー供給は連続稼動モードである。連続稼動にお
いては充電フェーズに数秒が可能であるが、通例では伝
送フェーズは秒の小数部のみで済むため、連続稼動モー
ドにおいては、質問機とトランスポンダが同時作動する
二重稼動よりも非常に弱い放射フィールドのみを必要と
するという長所がある。圧力センサー６に供給される測
定値は信号処理モジュール７で処理される。ここでそれ
は、例えば、周波数変調補助キャリアに変換されるか、
あるいはデジタル化される。このように処理された信号
は、オシレータ９で作り出されたキャリアを変調するモ
ジュレータ８に供給される。この変調されたキャリアは
アンテナ１０に供給され、トランスポンダ信号としてそ
こから放射される。キャリア信号はまた、オシレータ９
のかわりに、質問機ラジエーションからの、反射、ある
いは周波数乗算または除算から得ることも可能である。
トランスポンダのアンテナインピーダンスの変調を従来
のモジュレータの変わりに使用することも可能である。
キャリア信号が質問機ラジエーションから得られる場
合、これは、いわゆる、ロード変調、吸収変調、あるい
は後方散乱変調となる。
【００１８】図５ａに示した別の形態においては、圧力
センサーは、容量式圧力センサー６’およびインダクタ
２８とから構成されるトランスポンダ４０’により受動
トランスポンダ回路に統合される。容量式圧力センサー
６’およびインダクタ２８は共振回路を形成するよう相
互に接続することが可能である。この共振回路が質問機
の高周波ラジエーションによって励磁される場合、共振
回路は高周波ラジエーションを放射する。放出されるラ
ジエーションのフェーズは圧力によって変化する。もし
くは、図５ｂに示すように、トランスポンダ４０’’を
誘導圧力センサー６’’とコンデンサ２７から構成する
ことも可能である。誘導圧力センサー６’’およびコン
デンサ２７は共振回路を形成するように相互に接続する
ことが可能である。この種類のトランスポンダ４０’お
よびトランスポンダ４０’’は最低限のコストにて、か
つ、ほとんど複雑さを伴わずに達成することが出来る。
トランスポンダ４０’とトランスポンダ４０’’は追加
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的に、例えば容量ダイオードのような非線形コンポーネ
ント２９を備えることが望ましい。非線形コンポーネン
ト２９により調波が作り出され、伝送される測定値がト
ランスポンダ４０’とトランスポンダ４０’’が励磁さ
れる質問機回路の周波数と異なる周波数にて伝送され
る。それにより、トランスポンダ信号はレシーバ側にお
いて質問機ラジエーションとうまく分離される。
【００１９】図６ａおよび図７ａは、本発明の第一の実
施の形態に基づく質問機アンテナ１３と、質問機６０の
ブロック図を示したものである。質問機アンテナ１３は
電気的にシールドされたループアンテナとしてセットア
ップされている。ループ設計とすることにより、血管プ
ロテーゼがアンテナと共に挿入されるボディ部分を囲む
ことが出来る。これには、血管プロテーゼと関連のトラ
ンスポンダが体内の深部に置かれるとき、質問機アンテ
ナとトランスポンダ間の連結がうまくいくという長所が
ある。ループアンテナ１３は以下のように組み立てされ
る。実際のアンテナワイヤ１４が、ポイント１６にて遮
断されているホース状シールド１５の内部に同軸状に配
置される。遮断シールドにより干渉電界ではなくアンテ
ナの近傍界で磁界だけが確実に発生する。コンデンサが
ループアンテナ１３のフィードポイント１７に置かれ、
これによりアンテナは共振するように調整が可能とな
る。このフィードポイント１７は、シールドされたケー
ブル１８を介して高周波発生器１９に接続される。トラ
ンスポンダから放出されたトランスポンダ信号は同一ア
ンテナ１３により受信され、フィードポイント１７にて
取り出され、そして周波数分離フィルタ２０およびケー
ブル２１を介してレシーバ２２に導かれる。周波数分離
フィルタ２０は、比較的強い質問機信号がレシーバ入力
に達することを回避して、これにダメージを与えるのを
回避する。
【００２０】図６ｂは、本発明による質問機アンテナの
望ましい別の形態を示したものである。補償ループ２３
が、ループアンテナ１３の全範囲に対するほぼ半分の範
囲に当たる間隔にて、ループアンテナ１３に平行に、か
つアンテナ１３に対して対称的に両サイドに取り付けさ
れる。補償ループ２３は、その振幅がループアンテナ１
３のアンテナ電流に全体的にほとんど一致し、かつ、そ
のフェーズがそのアンテナ電流に関して180度変位する
補償電流により供給される。それにより近傍界なしにル
ープアンテナ１３の遠方界は大きく抑制される。これ
は、実質的に減衰されている無線エネルギー供給にとっ
て重要である。例えば、補償電流はループアンテナ１３
のフィードポイント１７から取り出され、整合回路２４
を介して補償ループ２４に供給される。補償電流の振幅
およびフェーズは、遠方界の最適な抑制のため、整合回
路によって設定されることが出来る。この別の形態にお
いて、受動トランスポンダのエネルギー供給に必要とさ
れる、比較的強い質問機ラジエーションの遠方界による
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他の計器や無線サービスの干渉を広く回避出来るという
長所を有する。さらに別の形態では、補償システムは１
つのみの補償ループ２３から成る。またさらなる別の形
態では、補償ループ２３は供給されない。
【００２１】アンテナ１３のみから成る、あるいは上記
の別形態に記載のアンテナ１３と補償システム１７、２
３、および２４とから成る質問機アンテナは柔軟性のあ
るベルト状に設計されることが望ましい。測定を行うた
めに、このベルトは、関連する測定プローブを備える血
管プロテーゼが挿入される適切な身体の部分の周囲にわ
たすことが出来る。このベルトの形状の質問機アンテナ
を図６ｃに示している。
【００２２】図８ａは、本発明の第二実施形態に基づ
く、挿入段階中の血管プロテーゼを示したものであり、
図８ｂはこれを完全に広げた状態の同一の血管プロテー
ゼを示したものである。図８ａにおいて、しっかりと折
りたたまれた血管プロテーゼ３１がカテーテル３４に挿
入されている。各ケースにおいて２つの固定ライン３３
により血管プロテーゼ３１の外側表面で両端に固定され
た測定プローブ３２は、折りたたまれた血管プロテーゼ
３１の前か後に直接配置される。測定プローブ３２はス
リムであり、かつ、生物学的適合が備わる。測定プロー
ブ３２の長さと後方固定ライン３３の長さとはほぼ同一
サイズである。血管プロテーゼ３１を押し出し、そして
これを広げるコントロールロッド３５はカテーテル３４
に沿って伸張する。
【００２３】図９ａおよび図９ｂは、本発明の第二の実
施の形態に基づく血管プロテーゼを、血管拡張部、いわ
ゆる動脈瘤に挿入した状態を示している。しっかりと折
りたたまれた血管プロテーゼ３１が、固定ライン３３に
より血管プロテーゼ３１に固定された測定プローブ３２
と共にカテーテル３４に挿入されている。図９ａは、カ
テーテル３４内で折りたたまれた血管プロテーゼ３１を
示している。このようにして準備がなされたカテーテル
３４は、はめ込み予定箇所に、例えば、動脈瘤３６の部
分に配置される。血管プロテーゼ３１とこれに固定され
た測定プローブ３２はカテーテル３４から押し出され、
血管プロテーゼ３１はコントロールロッドにより広げら
れる。図９ｂは広げられている間の血管プロテーゼ３１
を示したものである。血管プロテーゼ３１が広げられて
いる間、測定プローブ３２は、固定ラインにより、血管
プロテーゼ３１の外側表面上に引っ張られる。この開放
工程が終了すると、血管プロテーゼはその全長にまで広*

10
*げられ、そして、測定プローブが血管プロテーゼ３１の
外側表面に固定されるよう４つの固定ライン３３が伸張
される。図９ｃは、動脈瘤３６において完全に広げられ
た血管プロテーゼ３１を示したものである。本発明の方
法においては、測定プローブを別々にはめ込む必要がな
くなるという長所を有する。さらに、血管プロテーゼの
外側表面のような、血管プロテーゼの挿入後に外科的に
のみアクセスが可能なポイントに、本発明による簡単な
方法で測定プローブを配置させることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】挿入された状態にある従来の血管プロテーゼの
縦断面図である。
【図２】挿入された状態にある本発明の第一の実施の形
態に基づく血管プロテーゼの縦断面図である。
【図３】本発明の第一の実施の形態に基づく測定プロー
ブの断面図である。
【図４】本発明の第一の実施の形態に基づく受動トラン
スポンダのブロック図である。
【図５ａ】インテグレーテッド容量式圧力センサーを備
えたまた別の受動トランスポンダの回路図である。
【図５ｂ】インテグレーテッド誘導圧力センサーを備え
たまた別の受動トランスポンダの回路図である。
【図６ａ】本発明の第一の実施の形態に基づく質問機ア
ンテナを示す図である。
【図６ｂ】１つの第１アンテナと２つの第２アンテナを
備えた質問機アンテナを示す図である。
【図６ｃ】図６ｂの質問機アンテナの構造設計図であ
る。
【図７】本発明の第一の実施の形態に基づく質問機のブ
ロック図である。
【図８ａ】本発明の第二の実施の形態に基づく挿入段階
の血管プロテーゼを示す図である。
【図８ｂ】本発明の第二の実施の形態に基づく完全に広
げられた状態の血管プロテーゼを示す図である。
【図９ａ】本発明の第二の実施の形態に基づく、カテー
テル内で折りたたまれた状態にある血管プロテーゼの縦
断面図である。
【図９ｂ】本発明の第二の実施の形態に基づく、開きき
る間の血管プロテーゼの縦断面図である。
【図９ｃ】本発明の第二の実施の形態に基づく、動脈瘤
内にて完全に広げられた状態の血管プロテーゼの縦断面
図である。

【図９ａ】
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